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・町職員の懲戒処分について
・「かわいそう」が招いた多頭飼育崩壊
・佐呂間町の人事行政の運営状況について
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町
職
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て

〇
町
長
コ
メ
ン
ト

　
「
町
民
の
皆
様
を
は
じ
め
、
関
係
機

関
お
よ
び
関
係
者
の
皆
様
に
は
多
大
な

る
ご
迷
惑
、
ま
た
ご
心
配
を
お
か
け

し
、
衷
心
よ
り
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

今
回
の
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
誠

に
遺
憾
で
あ
り
、
町
政
の
総
括
責
任
者

と
し
て
大
変
重
く
受
け
止
め
、
そ
の
責

任
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
職
員
の
不
祥
事
案

に
対
す
る
指
揮
監
督
責
任
お
よ
び
管
理

監
督
責
任
と
町
民
の
皆
様
に
対
す
る
謝

罪
な
ら
び
に
町
政
に
対
す
る
信
頼
回
復

の
た
め
、
町
長
、
副
町
長
お
よ
び
教
育

長
の
給
料
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
町

議
会
に
提
案
を
い
た
し
ま
す
。」

◇
処
分
案
件

　

①
非
違
行
為
の
種
類

　
　
「
公
金
詐
取
」「
文
書
変
造
」

　

②
非
違
行
為
の
当
事
者

　
　

教
育
委
員
会
管
理
課

　
　
　
　
　
　
　

主
事　

20
代
男
性

◇
処
分
の
内
容

　

①
処
分
年
月
日

　
　

令
和
５
年
８
月
14
日（
月
）

　

②
当
事
者
の
処
分

　

◎
免
職

　
　

Ａ　

教
育
委
員
会
管
理
課　

主
事

　

◎
訓
告

　
　

Ｂ
教
育
委
員
会
管
理
課　

課
長　

　
　

Ｃ
教
育
委
員
会
管
理
課　

参
事

　

③
処
分
の
理
由

　
　

Ａ
は
、地
方
公
務
員
法
第
33
条（
信

　

用
失
墜
行
為
の
禁
止
）の
規
定
に
違

　

反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
29
条

　
（
懲
戒
）第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
お

　

よ
び
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き
免
職

　

処
分
と
し
た
。

　
　

Ｂ
お
よ
び
Ｃ
は
、
部
下
に
対
す
る

　

適
正
な
管
理
指
導
を
怠
っ
た
と
し
て

　

町
長
裁
量
に
よ
り
、
訓
告
処
分
と
し

　

た
。

◇
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
刑
事
告
訴

　

詐
取
し
た
公
金
お
よ
び
不
正
に
払
い

戻
し
た
公
金
に
準
ず
る
納
税
準
備
金

は
、
い
ず
れ
も
全
額
弁
済
さ
れ
て
い
る

た
め
、
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
刑
事
告

訴
は
行
わ
な
い
。

　

本
町
職
員
に
よ
る
公
金
の
詐
取
お
よ
び
文
書

変
造
が
判
明
し
、
当
該
職
員
の
懲
戒
処
分
を
行

い
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
町
の
調
査
お
よ
び
当
該
職
員
へ

の
事
情
聴
取
の
結
果
、
当
該
職
員
は
、
本
年
７

月
31
日
か
ら
８
月
２
日
に
か
け
、
投
資
の
目

的
で
、
自
身
の
職
の
立
場
を
利
用
し
、
虚
偽

の
理
由
に
よ
り
、
学
校
関
連
会
計
担
当
か
ら

払
戻
書
お
よ
び
預
金
通
帳
を
不
正
に
入
手
し
、

１
６
９
万
円
を
詐
取
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
行

為
を
隠
蔽
す
る
た
め
、
預
金
通
帳
を
改
ざ
ん
し

た
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、
令
和
２
年
度
か
ら

令
和
３
年
度
ま
で
在
籍
し
て
い
た
企
画
財
政
課

町
民
税
係
で
は
、
自
身
が
担
当
す
る
町
職
員
納

税
準
備
金
会
計
に
お
い
て
も
、45
回
に
わ
た
り
、

合
計
約
８
５
０
万
円
を
不
正
に
引
き
出
し
、
私

的
に
流
用
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

公
金
の
詐
取
お
よ
び
文
書
変
造
と
い
う
大
変

遺
憾
な
こ
の
度
の
事
案
を
受
け
、
町
政
に
対
す

る
町
民
の
皆
様
な
ら
び
に
関
係
者
の
皆
様
の
信

頼
を
損
ね
た
こ
と
に
衷
心
よ
り
深
く
お
詫
び
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
再
発
防
止
に
全
力
を

尽
く
し
、信
頼
の
回
復
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て

　

こ
の
度
は
、
町
政
に
対
す
る
信
用
、

信
頼
の
失
墜
は
も
と
よ
り
、
地
方
公
共

団
体
お
よ
び
公
務
員
全
体
の
品
位
を
失

墜
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ

れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

全
職
員
に
対
し
、
公
務
員
と
し
て
の

倫
理
の
確
立
、
服
務
規
律
の
遵
守
と
綱

紀
粛
正
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
改
め

て
各
課
等
が
管
理
し
て
い
る
団
体
等
の

会
計
管
理
に
つ
い
て
調
査
を
命
じ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

公
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
再

発
防
止
に
向
け
、
現
金
、
諸
帳
簿
等
の

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
の
徹
底
を
図
り

ま
す
。
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伊藤雅晃氏の永年のご尽力に感謝状
　伊藤雅晃氏が任期満了に伴い、人権擁護委員を退任さ
れ、７月２５日に感謝状が授与されました。
　伊藤氏は、平成２６年７月から４期１２年の長きにわ
たり、人権擁護委員として人権相談に積極的に取組まれ、
また人権啓発活動を積極的に行うなど、人権尊重思想の
普及高揚に尽くされました。
　これまでのご尽力に深く感謝申し上げます。

新しい人権擁護委員が委嘱されました
　７月１日、人権擁護委員に永代町在住の草野宏繁氏が
法務大臣より委嘱されました。
　人権擁護委員は、地域住民からの相談にいつでも応じ
ています。相談内容についての秘密は守られ、また相談
は無料で、難しい手続きなどもなく安心して相談するこ
とができます。
　家庭内や職場内での問題、近所のもめごとなどどのよ
うなことでも遠慮なくご相談ください。

佐高生が夏季休業中の学習会を指導
　昨年度に引き続き、７月２４日から２８日にかけて佐
呂間高校の生徒１４名の学習ボランティアの協力をいた
だき、夏季休業中の「学習会」を開催しました。
　学習会には佐呂間小学校の児童５６名が参加し、　高
校生の親身な指導と対応により、学習意欲の向上を図る
ことができ、児童から毎日高校生を心待ちにする声が聞
こえるなど、有意義な学習会になりました。

人権擁護委員の退任と委嘱について
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多
頭
飼
育
崩
壊
と
は
？

　

初
め
は
１
匹
だ
っ
た
ペ
ッ
ト
が
２
匹
以

上
と
な
り
、
去
勢
手
術
を
し
な
い
で
い
た

こ
と
な
ど
が
原
因
で
無
秩
序
に
増
え
続
け

て
し
ま
っ
た
結
果
、
適
正
に
飼
育
で
き
る

数
を
超
え
、
飼
い
主
が
適
正
に
飼
育
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
多
頭
飼
育

崩
壊
と
呼
び
ま
す
。
多
く
の
場
合
が
、
十

分
な
世
話
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
衛
生
な

環
境
で
多
数
の
ペ
ッ
ト
が
飼
育
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

多
頭
飼
育
崩
壊
に
陥
る
飼
い
主
の
多
く

は
、
病
気
や
何
ら
か
の
障
害
を
持
た
れ
て

い
た
り
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
る
、
経

済
的
に
困
窮
し
て
い
る
な
ど
、
生
活
困
窮

の
状
態
に
あ
る
事
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

「
か
わ
い
そ
う
」が
招
い
た

　
　
　
　
　
　
多
頭
飼
育
崩
壊

　
佐
呂
間
町
内
で
発
生
し
た
多
頭
飼
育
崩

壊
は
、
約
20
年
前
に
飼
い
主
さ
ん
の
自
宅

近
く
に
捨
て
ら
れ
た
犬
が「
か
わ
い
そ
う
」

「
殺
し
た
く
な
い
」と
の
思
い
で
飼
い
始
め

た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
動
物
病
院
へ
行
く
時
間
や
、

費
用
が
か
か
る
こ
と
を
理
由
に
避
妊
手
術

や
去
勢
手
術
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
ど
ん

ど
ん
と
頭
数
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

頭
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
当
初
は
満
足

の
い
く
エ
サ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い

ま
し
た
が
、
経
済
状
況
の
悪
化
等
に
よ
り

エ
サ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

繋
留
場
所
な
ど
も
不
足
し
、
糞
尿
が
そ
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
る
檻
の
中
で
多
く
の
犬

が
身
を
寄
せ
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。　

◎
避
妊
去
勢
手
術
事
業
実
施
報
告

　

町
内
で
発
生
し
た
犬
の
多
頭
飼
育
の
対

策
と
し
て
、
動
物
愛
護
団
体
と
連
携
し
、

公
益
財
団
法
人
ど
う
ぶ
つ
基
金
の
行
政
枠

に
登
録
し
て
避
妊
去
勢
手
術
事
業
を
行
い

ま
し
た
。

　

当
事
業
の
実
施
に
伴
い
、
出
張
手
術
の

支
援
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
ど
う

ぶ
つ
基
金
を
は
じ
め
、
手
術
に
協
力
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
関
係
団
体
、
個
人
の
皆

様
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
実
施
日

　

６
月
26
日（
月
）～
６
月
30
日（
金
）

◆
参
加
機
関
等

　

公
益
財
団
法
人
ど
う
ぶ
つ
基
金

　

犬
の
Ｍ
基
金

　

個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
獣
医
師
会

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局

　

佐
呂
間
町
農
業
協
同
組
合

　

佐
呂
間
町

◆
実
施
場
所

　

旧
栄
保
育
所

　
（
佐
呂
間
町
字
栄
３
番
地
の
27
）

◆
実
施
頭
数

　

オ
ス
36
頭　
メ
ス
40
頭（
う
ち
妊
娠
６
頭
）

　

計　

76
頭

4　R5.9
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◎
新
し
い
飼
い
主
探
し
て
い
ま
す

　

多
頭
飼
育
対
策
と
し
て
実
施
し
た
避
妊

去
勢
手
術
事
業
で
手
術
を
受
け
た
犬
た
ち

は
、
現
在
は
自
宅
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

援
助
を
得
な
が
ら
飼
育
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
継
続
し
て
飼
育
す
る
こ
と
が
困
難
な

た
め
、新
し
い
飼
い
主
を
探
し
て
い
ま
す
。

　

犬
を
飼
い
た
い
方
は
、
町
民
課
生
活
環

境
係（
☎
２
・
１
２
１
３
）ま
で
ご
連
絡
願

い
ま
す
。

　

な
お
、
人
に
対
し
て
強
い
警
戒
心
が
あ

り
ま
す
の
で
、
新
し
い
飼
い
主
と
の
生
活

に
慣
れ
る
ま
で
は
時
間
を
要
す
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
犬
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
愛
情
を
持
っ
て
、
適
正
に
終
生
飼

養
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
家
族
と
も
ご
相
談
の
上
、
よ
く
お

考
え
の
上
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
犬
た
ち
へ
支
援
の
お
願
い

　

譲
渡
が
完
了
す
る
ま
で
、
犬
た
ち
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
自
宅

で
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
え
さ
な
ど
の

物
的
支
援
の
他
、
え
さ
や
り
や
水
や
り
な

ど
の
お
世
話
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
支

援
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
、
左
記
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
え
さ（
ド
ッ
グ
フ
ー
ド
）の
送
付
先

　

佐
呂
間
町
字
永
代
町
３
番
地
の
１

　

佐
呂
間
町
役
場
町
民
課
生
活
環
境
係

◆
寄
付
の
お
申
し
出

　

北
星
信
用
金
庫 

下
川
支
店

　

普
通
預
金 

１
０
４
１
９
４
７

　

佐
呂
間
多
頭
飼
育
問
題
解
決
グ
ル
ー
プ

◆
犬
の
お
世
話
の
お
申
し
出

　

佐
呂
間
多
頭
飼
育
問
題
解
決
グ
ル
ー
プ

　

Esarom
a.tato@

gm
ail.com

　

詳
細
は
、「
佐
呂
間
多
頭
飼
育
問
題

解
決
グ
ル
ー
プ
」Facebook

ま
た
は

Instagram
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

　

犬
や
猫
な
ど
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ
と
は
、

そ
の
動
物
の
命
を
預
か
る
こ
と
で
す
。
飼

い
主
に
は
、
ペ
ッ
ト
を
最
後
ま
で
飼
い
続

け
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　

飼
い
始
め
た
ペ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
産
ん
だ
子
を
育
て
る
責
任
も
あ
り
ま

す
。
繁
殖
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
す
み
や

か
に
避
妊
去
勢
手
術
を
す
る
な
ど
し
、
動

物
が
健
康
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に

し
、
人
も
動
物
も
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
に

飼
い
主
の
責
任
を
し
っ
か
り
果
た
す
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

社
会
の
中
に
は
動
物
が
苦
手
な
人
も
い

ま
す
。ペ
ッ
ト
が
人
に
危
害
を
加
え
た
り
、

鳴
き
声
な
ど
で
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
た
り

し
な
い
よ
う
、
種
類
に
応
じ
て
し
つ
け
や

訓
練
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
ペ
ッ
ト
の
排
せ
つ
物
を
公
共
の
場

に
放
置
す
る
こ
と
は
、
誰
も
が
不
快
に
感

じ
る
だ
け
で
な
く
衛
生
上
も
問
題
が
あ
り

ま
す
の
で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。　
　

　

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
社
会
や
近

隣
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
責
任
を

持
っ
て
飼
育
し
ま
し
ょ
う
。

　

多
頭
飼
育
の
問
題
は
、
飼
い
主
だ
け
で

解
決
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
身
の
回
り
で
心
配
な
こ
と
、
お
気
づ

き
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
す
ぐ
に
役
場

町
民
課
生
活
環
境
係（
☎
２
・
１
２
１
３
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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１ 職員の任免および職員数に関する状況

①令和４年度における職員の採用および退職の状況

区分
採用（一般行政職） 退　　　職　　　・　　　免　　　職

事務職
（うち再任用（フルタイム））

技術職
（うち再任用（フルタイム））

定年
退職

勧奨
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職 失職 死亡

退職
人数 19 人（11 人） 5 人（1 人） 3 人 1 人 4 人 0 人 0 人 0 人 0 人

区　　　分 令和５年 令和４年 増減数 増　減　の　理　由

一般行政

議　会 2 （0） 2（0）
総　務 27 （4） 27（4）
税　務 6 （1） 6（1）

民　生 28 （0） 31（0） 　▲ 3
保育士の退職不補充、福祉関連給付金業

務の減少
衛　生 9 （0） 10（0） ▲ 1 コロナ関連業務減少のため

農林水産 12 （1） 11（1） 1 水産業務の体制強化
商　工 2 （0） 2（0）
土　木 6 （1） 6（1）

計 92 （7） 95（7）▲ 3（　 0）

特別行政
教　育 20 （1） 19（3） 1（▲2）姉妹都市交流関連業務の体制強化

計 20 （1） 19（3）

公営企業等
会計

水　道 3 （0） 3（0）
下水道 3 （0） 2（0） 1 公営企業適用による業務体制強化
その他 26 （1） 25（1） 1 特養介護職の体制強化

計 32 （1） 30（1） 2
合計 144 （9） 144（11） 2

②令和５年４月１日における職員数および職員数の増減の状況※（　）内の人数は再任用（フルタイム）の人数

※職員数は、地方公共団体定員管理調査に基づく職員数
※一般会計職員のうち、国民健康保険事業職員（２人）および介護保険事業職員（２人）は公営企業
　等会計（その他）の区分に分類

③令和５年４月１日における級別の職員数（一般行政職）（令和５年度地方公務員給与実態調査）
区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的な
職務内容

主　事
技　師

主　事
技　師 主　任 係長・主査

保健師長
課長補佐・主幹

次長・副館長
課長・参事・室長・園長

所長・館長・事務局長
職員数 22 人 10 人 5 人 12 人 17 人 16 人

構成比（％） 26.8％ 12.2％ 6.1％ 14.7％ 20.7％ 19.5％

※評価期間は、令和３年１０月から令和４年９月まで（令和４年９月末在籍者）

２ 職員の人事評価の状況

①令和４年度における職員の人事評価の状況（実施権者は町長）
　人事評価の基準、方法等に関する規則に基づき、能力評価および業績評価を毎年実施

組織区分 被　評　価　者 評価者 調整者 対象者

町長部局 課長職 副町長 副町長

147 人

課長補佐級・係長級・係員級・再任用 課長職 副町長

教育委員会 課長職 教育長 教育長
課長補佐級・係長級・係員級・再任用 課長職 教育長

その他部局 課長職 副町長 副町長
課長補佐級・係長級・係員級・再任用 課長職 副町長

３ 職員の給与の状況

①令和４年度における人件費の状況（令和４年度一般会計決算）

※一般会計決算額のため、特別会計に係る人件費等は含まれていません

6　R5.9

区　分 住民基本台帳人口
（R5.3.31 現在）

歳　出　額
（Ａ）

人　件　費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ / Ａ）

佐呂間町 4,689 人 5,769,671 千円 936,155 千円 16.23％
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②令和４年度における職員給与の状況（令和４年度一般会計決算）

職員数（Ａ） 職　　員　　給　　与　　費 １人当たりの
平均給与費（Ｂ / Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

112 人 391,351 千円 46,989 千円 137,208 千円 575,548 千円 5,139 千円
※職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料および扶養手当、寒冷地手当、管理職手当、夜
　間勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、住居手当、期末 ･ 勤勉手当等の諸手当に要する経費であり、共済費、退職手
　当に要する経費は含まれていません

③令和５年４月１日における職員の平均給料月額、平均年齢および初任給の状況（令和５年度地方公務員給与実態調査）

区　　　分 平均給料月額 平均給与月額 平　均　年　齢 初　　任　　給
大学卒 高校卒

一般行政職 297,583 円 339,608 円 39 歳 9 月 185,200 円 154,600 円
技能労務職 264,400 円 320,448 円 50 歳 4 月 185,200 円 154,600 円

再任用 262,688 円 269,185 円 62 歳 2 月 － －
※平均給料月額とは、基本給の平均をいいます
※平均給与月額とは、給料および職員手当（期末 ･ 勤勉手当、寒冷地手当、退職手当を除く）の合計額の平均をいいます
※初任給は、一般行政職の試験採用の場合によります

④令和５年４月１日における学歴別および経験年数別の職員の平均給料月額（令和５年度地方公務員給与実態調査）

区　　　　　　分
経　　験　　年　　数

10 年以上
15 年未満

15 年以上
20 年未満

20 年以上
25 年未満

25 年以上
30 年未満

30 年以上
35 年未満 35 年以上

一般行政職 大学卒 277,800 円 331,500 円 368,300 円 382,300 円 397,200 円 407,200 円
高校卒 227,600 円 － 355,900 円 387,500 円 404,900 円

技能労務職 高校卒 － － 264,400 円 － － －
再任用 － － － － － － 262,688 円

区　　　分 支　　給　　の　　内　　容 支給
職員数

１人当たり
支　給　額

扶養手当

・配偶者および子以外の扶養親族　月額 6,500 円
・満２２歳の年度末までの子１人につき月額 10,000 円
・満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子がいる場合の加算額
　１人につき月額 5,000 円

　46 人 月額 17,200 円

住居手当
・家賃、間代を月額16,000円以上支払っている職員に対し、家賃額に応じ
　支給する（職員住宅の入居者は除く）支給限度月額 28,000 円
・自ら住宅を新築、購入した職員に対し月額 5,000 円を支給する

　64 人 月額 8,700 円

通勤手当 ・交通機関利用者　運賃等の額に応じ支給　最高限度月額 55,000 円
・自動車等使用者　通勤距離に応じ　月額 2,000 円～ 31,600 円 　9 人 月額 7,500 円

管理職手当 ・課長職　　　給料月額の 10％
・課長補佐職　給料月額の 8％ 　38 人 月額 35,300 円

時間外
勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給する 　70 人 月額 24,300 円

日直手当 週休日または休日に日直の勤務を命ぜられた職員に支給する 　10 人 月額 4,400 円
管理職員

特別勤務手当 週休日または休日に勤務した管理職手当の支給を受ける職員に支給する 　17 人 月額 7,400 円

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務する
職員に支給する（１回 5,000 円） 　0 人 月額 0 円

寒冷地手当 世帯区分に応じて、１１月から翌年の３月までの間に支給する 134 人 年額 86,200 円

期末手当 ・６月期　　1.2 月分
・１２月期　1.2 月分

（役職加算）
・３級の職務　　　100 分の  5　
・４．５級の職務　100 分の 10
・６級の職務　　　100 分の 15

146 人 年額 640,600 円

勤勉手当 ・６月期　　0.95 月分
・１２月期　1.05 月分 145 人 年額 565,300 円

⑤令和４年４月１日における職員に対する手当の状況（令和４年度地方公務員給与実態調査）

※給料および各種手当（寒冷地手当、期末手当、勤勉手当を除く）の「支給職員数」の欄には、給料および各種手当を令和
　５年４月分として、本来支給すべき職員数（ただし、時間外勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当および夜間勤
　務手当については、４月実働職員数）としている
※寒冷地手当、期末手当、勤勉手当の「支給職員数」の欄には、寒冷地手当にあっては、令和５年３月１日に在職する支給
　実職員数を、期末手当、勤勉手当にあっては、令和４年１２月１日に在職する支給実職員数としている
※「１人当たり支給額」の欄には、令和５年４月分として支給すべき給料および各種手当の支給総額のそれぞれについて、
　当該支給総額に対応する「支給職員数」の欄に記載されている職員数で除して得た額としている
※時間外勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当および夜間勤務手当の支給総額にあっては４月実働分支給総額とし、
　寒冷地手当、期末手当および勤勉手当の支給総額にあっては、令和４年度実支給年額としている
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⑥令和５年４月１日における職員の給与の状況

区　　　分 支給月額
現行（Ｈ26.4 ～）

給料
町長 750,000 円

副町長 605,000 円
教育長 540,000 円

報酬

議長 275,000 円
副議長 225,000 円

常任委員長
運営委員長 205,000 円

議員 185,000 円

区　　　分 管理職手当
現行（Ｈ26.4 ～）

住居手当（自己所有）
※特例措置で当分の間減額

一般職 課長職　10％
補佐職　　8％

　　措置後
月額　5,000 円

　　措置前
月額　8,000 円

４ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

①令和５年４月１日における職員の勤務時間（標準的なもの）
１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午～午後１時

②令和４年における職員の年次有給休暇の取得状況（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日）
総付与日数（Ａ） 総取得日数（Ｂ） 対象職員数（Ｃ） 平均取得日数（Ｂ / Ｃ） 取得率（Ｂ / Ａ）

5,645 日 1,167 日 146 人 8.0 日 20.67％

③令和３年度における時間外勤務の状況
時間外・休日勤務総時間 時間外・休日勤務職員数 職員１人当たりの年間平均時間

2,763 時間 90 人 30.7 時間
※管理職を除く

６ 職員の分限および懲戒処分の状況

①令和４年度における職員の分限の件数
処　　分　　事　　由 降任 免職 休職 降給

勤務成績が良くない場合 0 人 0 人 0 人 0 人
心身の故障の場合 0 人 0 人 1 人 0 人
職に必要な適格性を欠く場合 0 人 0 人 0 人 0 人
職制もしくは定数の改廃または予算の減
少により廃職または過員を生じた場合 0 人 0 人 0 人 0 人

刑事事件に関し起訴された場合 0 人 0 人 0 人 0 人
条例に定める事由による場合 0 人 0 人 0 人 0 人
地方公務員法第２８条第４項により失職
した者 0 人 0 人 0 人 0 人

②令和３年度における職員の懲戒の件数
処　　分　　事　　由 戒告 減給 停職 免職

法令に違反した場合 0 人 0 人 0 人 0 人
職務上の義務に違反し、または職務を怠っ
た場合 0 人 0 人 0 人 0 人

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合 0 人 1 人 0 人 0 人

５ 職員の休業に関する状況

①令和４度における育児休業の取得状況
区　　分 育児休業対象者 取得者
男性職員 1 人 0 人
女性職員 0 人 0 人

計 1 人 0 人

②令和４年度における介護休暇の取得状況
　介護休暇取得者はいません

７ 職員の服務の状況

①令和４年度における営利企業等の従事の許可
　の件数
営利を目的とする会社その他の団体の
役員等を兼ねる場合 0 件

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0 件
報酬を得て事業または事務に従事する
場合（統計調査等） 30 件

８ 職員の退職管理の状況

①令和４年度退職者の状況
定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 失職 死亡退職 合計

3 人 1 人 4 人 0 人 0 人 0 人 0 人 8 人

内
　訳

当該団体内で再就職したもの 4 人
当該団体以外に再就職したもの（非営利法人） 0 人
再就職しないもの、不明のもの 4 人
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９ 職員の研修の状況

①令和４年度における職員の研修の実施状況
主　　　　催 研　　修　　名 研修場所 人数 研　　修　　期　　間

オホーツク町村会

町村新規採用職員基礎研修 遠軽町 3 人 10 月　4 日 ～ 10 月　5 日
美幌町 1 人 10 月 12 日 ～ 10 月 13 日

町村初級職員研修会 遠軽町 4 人 7 月 26 日 ～ 　7 月 27 日
町村中級職員研修会 遠軽町 6 人 7 月 19 日 ～ 　7 月 21 日
法務（基礎）研修 遠軽町 5 人 8 月 31 日 ～ 　8 月 31 日
町村監督者研修 遠軽町 2 人 8 月 23 日 ～ 　8 月 25 日

建設技術センター 会計検査研修 群馬県 1 人 11 月 29 日 ～ 12 月　1 日
総　務　省 自治大学校（112 期） 東京都 1 人 7 月 10 日 ～ 　8 月　5 日

②令和４年度における職員互助団体への助成状況

10 職員の福祉および利益の保護の状況

①令和４年度における職員の厚生制度の状況
　１．職員の保健に関すること（健康診断等の実施状況）

健 康 診 断 の 種 類 実　　施　　期　　間 受診者数
一 般 健 診 令和 4 年 5 月～令和 5 年３月まで 　53 人
腰 痛 検 査 令和 4 年 5 月～令和 5 年 3 月まで 　35 人
総合健診（人間ドック） 令和 4 年 5 月～令和 5 年３月まで 　92 人
ス ト レ ス チ ェ ッ ク 令和 4 年 11 月～令和 5 年３月まで 139 人

２．職員の元気回復に関すること　　未実施
３．その他職員の厚生に関すること　未実施

※本表は、地方公務員法第４２条の規定に基づく職員の厚生制度の状況
　「ストレスチェック」は、労働安全衛生法第６６条の１０の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査

団体名 助成金額 備考
佐呂間町役場職員親睦会 0 円 助成無し

③令和４年度における職員公務災害補償の状況
区　　　　　　　　　分 災害件数

公
務
災
害

職務遂行中の負傷 1 件
職務に伴う合理的行為または準備・後始末中の負傷 0 件
出張中の負傷 0 件
レクリエーション参加中の負傷 0 件
その他の行為中の負傷 0 件

通勤災害（通退勤途上中の負傷） 0 件

11 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

措置要求件数 0 件

12 不利益処分についての不服申立ての状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

不服申立件数 0 件

13 苦情処理の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

苦情処理の件数 0 件
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な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
納
税
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が

　

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　　：申込先
　　ホームページ　E：メールアドレス　　：フェイスブック

○人口：4,736人（－5人）
　【内外国人：247人】
○男♂：2,210人（－3人）
　【内外国人：39人】
○女♀：2,526人（－2人）
　【内外国人：208人】
○世帯：2,439戸（－3戸）
     【内外国人：237戸】
※（　）内数字は前月比

人
の
う
ご
き
　

７
月
末

町
税
・
保
険
料

　
納
期
の
お
知
ら
せ

　　

左
記
の
期
間
、
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分

場
と
ご
み
収
集
業
務
を
休
業
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
休
業
日
：
９
月
23
日（
土
）・
24
日（
日
）

◆
結
核
予
防
週
間
：
９
月
24
日
～
30
日

　

結
核
は
、
現
在
も
日
本
で
毎
年
約

１
万
７
千
人
が
新
た
に
発
症
し
て
お
り
、

「
過
去
の
病
気
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
新
た
に
結
核
を
発
症
す
る
方
の

半
数
以
上
が
70
歳
以
上
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、若
い
時
に
結
核
に
感
染
し
、

発
症
が
抑
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
高
齢

に
な
っ
て
免
疫
力
が
落
ち
た
こ
と
な
ど
か

ら
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

結
核
は
、
結
核
菌
に
よ
っ
て
主
に
肺
に

炎
症
を
起
こ
す
感
染
症
で
す
。
症
状
は
、

知
来
最
終
処
分
場
・
ご
み
収
集
　

　
　
　
　
　
休
業
日
の
お
知
ら
せ

せ
き
、
タ
ン
、
発
熱
、
倦
怠
感
な
ど
で
風

邪
と
似
て
い
ま
す
。「
結
核
か
な
」と
思
っ

た
ら
、
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
せ
き
が
あ
る
人
は
マ
ス
ク
を
着

け
て
、
周
り
の
人
に
感
染
を
広
げ
な
い
よ

う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
定
期
的
に
健
診

（
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
）を
受
け
る
こ
と

も
、
早
期
に
結
核
を
発
見
す
る
の
に
有
効

で
す
。

◆
こ
ん
な
と
き
は
病
院
へ
！

・
せ
き
が
２
週
間
以
上
続
く

・
タ
ン
が
出
る

・
急
に
体
重
が
減
る

・
体
が
だ
る
い

◆
発
見
さ
れ
に
く
い
高
齢
者
の
結
核

　

65
歳
以
上
の
方
は
、
年
に
１
回
胸
部
レ

ン
ト
ゲ
ン
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
健
診
等
で
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検

査
の
精
密
検
査
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、

自
覚
症
状
が
な
く
て
も
必
ず
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

　

せ
き
・
タ
ン
な
ど
目
立
っ
た
症
状
が
あ

ら
わ
れ
に
く
い
の
が
高
齢
者
の
結
核
の
特

徴
で
す
。
食
欲
が
な
い
、
元
気
が
な
い
、

体
重
が
減
る
、
微
熱
な
ど
の
症
状
し
か
出

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
日
頃
か
ら

健
康
状
態
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問
紋
別
保
健
所
健
康
推
進
課

　

健
康
支
援
係
・
保
健
係

☎
０
１
５
８
・
２
３
・
３
１
０
８

結
核
予
防
週
間
に
つ
い
て
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た
し
ま
す
）

・
保
健
師
や
専
門
医
が
、
こ
こ
ろ
の
健
康

　

に
心
配
の
あ
る
方
、
飲
酒
や
ア
ル
コ
ー

　

ル
問
題
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
問
題
を
お
持
ち

　

の
方
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

心
配
の
あ
る
ご
本
人
だ
け
で
は
な
く
、

　

ご
家
族
や
関
係
者
の
方
も
利
用
で
き
ま

　

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
紋
別
保
健
所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係

☎
０
１
５
８
・
２
３
・
３
１
０
８

　

不
動
産
登
記
簿
を
見
て
も
、
土
地
・
建

物
の
所
有
者
が
直
ち
に
判
明
し
な
い
、
ま

た
は
判
明
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い「
所

有
者
不
明
土
地
」の
発
生
を
予
防
す
る
た

め
の
法
律
が
間
も
な
く
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、「
相
続
等
に

よ
り
不
動
産
の
取
得
を
知
っ
て
か
ら
３
年

以
内
」に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
義

務
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
正
当
な
理
由
も

な
く
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
10
万
円
以

下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
令
和
６
年
４
月
１
日
以
前
の
相

続
で
も
、相
続
登
記
を
し
て
い
な
い
場
合
、

義
務
化
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合

は
、
法
律
の
施
行
日
か
ら
３
年
以
内（
令

和
３
年
３
月
31
日
）ま
で
に
登
記
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

会員数（７月末時点）

３，５０７名

入会や詳しい内容
についてはＱＲか
らＨＰにアクセス

◆
自
殺
予
防
の
た
め
の
行
動

【
気
づ
き
～
周
り
の
人
の
悩
み
に

　
　
　
　
　
　
　

気
づ
き
、耳
を
傾
け
る
】

　

家
族
や
仲
間
の
変
化
に
敏
感
に
な
り
ま

し
ょ
う
。
じ
っ
く
り
と
話
を
聞
く
場
を
持

ち
、 

相
手
の
気
持
ち
を
尊
重
し
、
共
感
し

ま
し
ょ
う
。 

【
つ
な
ぎ
～
早
め
に
専
門
家
に

　
　
　
　
　
　
　

相
談
す
る
よ
う
促
す
】

　

心
の
病
気
の
兆
候
が
あ
れ
ば
、
本
人
の

置
か
れ
て
い
る
状
況
や
気
持
ち
を
理
解
し

て
く
れ
る
家
族
、
友
人
、
上
司
と
い
っ
た

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
連
携
し
て
、
専
門
家
へ

の
相
談
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。 

【
見
守
り
～
温
か
く
寄
り
添
い
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　

じ
っ
く
り
と
見
守
る
】

　

自
然
に
応
対
す
る
と
と
も
に
、
身
体
や

心
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
配
慮
し
、
優
し

く
見
守
り
ま
し
ょ
う
。 

　

必
要
に
応
じ
、
家
族
と
連
携
を
と
り
、

主
治
医
に
情
報
を
提
供
し
ま
し
ょ
う
。

 　

紋
別
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ
の
健
康
を

守
る
た
め
に
、
次
の
活
動
を
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
職
場
、
町
内
会
、
お
よ
び
青
年
部
会
等

　

の
地
域
の
団
体
の
依
頼
に
応
じ
て
、
こ

　

こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
講
話
を
し
て
い

　

ま
す
。
派
遣
に
か
か
る
費
用
は
無
料
で

　

す
。（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
感
染

　

症
予
防
を
考
慮
し
開
催
方
法
を
検
討
い

◆
自
殺
予
防
週
間
：
９
月
10
日
～
16
日

　

令
和
４
年
に
全
国
で
自
殺
に
よ
っ
て
亡

く
な
っ
た
方
は
、
２
万
１
，
８
８
１
人
で
、

前
年
と
比
較
し
４
．
２
％
増
加
し
て
い
ま

す
。
依
然
と
し
て
２
万
人
を
超
え
る
方
が

自
ら
命
を
絶
っ
て
お
り
、
深
刻
な
状
況
が

続
い
て
い
ま
す
。

　

自
殺
の
背
景
に
は
こ
こ
ろ
の
健
康
だ
け

で
な
く
、
過
労
、
生
活
困
窮
、
育
児
や
介

護
疲
れ
、
い
じ
め
や
孤
立
な
ど
の
様
々
な

社
会
的
要
因
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
自
殺
は
こ
う
し
た
様
々
な
悩
み
が

原
因
で
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
た
末
の
選

択
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
防
ぐ
こ
と
の
で

き
る
社
会
的
な
問
題
で
す
。

　

自
殺
の
予
防
に
は
、
住
民
一
人
一
人
が

自
殺
を
考
え
る
ほ
ど
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

る
人
に
気
づ
き
、
支
え
合
う
こ
と
が
重
要

で
す
。
誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

自
殺
予
防
週
間
に
つ
い
て

　

相
続
登
記
の
申
請
は
専
門
家
で
あ
る
司

法
書
士
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
登
記
手
続
き
に
必
要
な
書
類
の
ご

案
内
に
つ
い
て
は
、
釧
路
地
方
法
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
登
記
手
続
案
内
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。（
予
約
が
必
要
と
な
り
、
電

話
で
の
ご
説
明
と
な
り
ま
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
釧
路
地
方
法
務
局
登
記
部
門　
　

☎
０
１
５
４
・
３
１
・
５
０
２
１　
　

問
釧
路
司
法
書
士
会（
無
料
相
談
受
付
）

☎
０
１
２
０
・
１
３
・
７
８
３
２

釧
路
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
　
　

　

https://houm
ukyoku.m

oj.go.jp/

　

kushiro/

　　

総
務
省
統
計
局
が
、
10
月
１
日
現
在
で

住
宅･

土
地
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す
る
最

も
基
本
的
で
重
要
な
調
査
で
、
全
国
約

３
４
０
万
世
帯
の
方
々
を
対
象
と
し
た
大

規
模
な
調
査
で
す
。

　

９
月
か
ら
調
査
区
の
確
認
を
行
い
、
統

計
調
査
員
が
調
査
書
類
を
配
布
い
た
し
ま

す
。
調
査
へ
の
回
答
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
回
答
ま
た
は
配
布
し
た
調
査
票
へ

の
記
入
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
役
場
企
画
財
政
課
計
画
係

☎
２
・
１
２
１
４

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登

記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
つ
い
て
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９月１日は「防災の日」
　日本は地形や地質、気象等の自然的条件から災害が発生しやすい国土であり、近年も台風や豪雨によ
る風水害、突風による被害が各地で発生しています。
　大正１２（１９２３）年９月１日に発生した関東大震災や、昭和３４（１９５９）年９月２６日に発生し
た伊勢湾台風をきっかけに、毎年９月１日は「防災の日」と制定され、防災の日を含む一週間（８月３０
日から９月５日まで）は「防災週間」としています。自然災害はいつ、どこで起こるかわかりません。こ
の機会に、身の回りの「防災」を見直し、自然災害に備えましょう。

◆非常持ち出し品・非常食の備蓄を
　日ごろから利用している食料品や生活必需品を
少し多めに買い置きし、定期的に古いものから消
費していく「ローリングストック法」を活用するな
ど、家族構成を考え最低でも３日、できれば 1 週
間分程度の食料、飲料水を備蓄しましょう。また
非常持ち出し品は取り出しやすい場所に保管しま
しょう。

◆「防災・安心メールさろま」にご登録ください
　メール配信サービス「防災・安心メールさろま」
は、日頃の防災、防犯などの情報を登録者に希望
する情報をメール配信いたします。メールを受信
できる携帯電話やパソコンをお持ちの方であれば
受信できますので、是非ご登録ください。

【メール配信登録方法】
１．ＱＲコードを読み取っていただくか、下記ア
　　ドレスに空メールを送信します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　bousai.saroma-town@v-vnet.jp

２．仮登録完了のメールが届きますので、本文に
　　記載されているＵＲＬにアクセスします。
※仮登録完了メールが届かない場合は、携帯電話
　の設定が迷惑メール防止になっていないか確認
　してください。迷惑メール防止のための受信設
　定をしている場合は、下記のドメインの受信指
　定設定が必要となります。設定についてご不明
　な点がある場合には、各携帯電話事業者へお問
　い合わせください。
　　《ドメイン》：v-vnet.jp

◆避難場所や避難経路の確認を
　「佐呂間町防災ハザードマップ」で日ごろから自
宅や職場の近くの危険個所や避難場所を確認しま
しょう。また、災害が発生した時の連絡方法や集
合場所などを家族や職場で確認しましょう。※
ハザードマップは町ホームページからもダウン
ロードできます。

◆防災に関する情報は
　町では、町内３箇所に屋外スピーカー施設を整
備し、町内全世帯および事業所等に個別受信機を
配布し、昨年４月から防災行政無線の利用を開始
しています。防災に関する情報のほか、1 日２回
の定時放送により町からのお知らせなども発信し
ています。また、防災無線の放送内容や、避難所
の開設情報は登録制メール配信サービスや町ホー
ムページ、公式 Facebook、公式 Twitter などで
も発信しています。
　電波状態等により防災行政無線の放送がうまく
受信できなかった時や、不在等で聞くことができ
なかった時は、お持ちのスマートフォン等で下記
のＱＲコードから「佐呂間町防災ナビ」へアクセス
することにより、どこにいてもこれまでの放送内
容を確認することができます。

Ｑ Ｒ コ ー ド を 読 み 取
り、それぞれの項目を
選択すると過去の放送
履歴が表示されます。

問総務課総務係　☎２－１２１１

http://260bousai.jp/navi/saroma/
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障
が
い
者
就
職
・
雇
用
出
張
相
談
会
を

開
催
い
た
し
ま
す
。

　
「
就
職
し
た
い
」「
安
定
し
て
働
き
た
い
」

「
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
た
い
」な
ど

の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
が
、
相
談
先
が
わ

か
ら
ず
お
困
り
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
ん
か
。
相
談
員
が
無
料
で
ご
相
談
を
お

受
け
し
、
一
緒
に
解
決
先
を
お
探
し
し
ま

す
。
ご
相
談
の
あ
る
方
は
事
前
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

10
月
５
日（
木
）10
時
～
15
時

◆
会
場　

遠
軽
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
「
げ
ん
き
21
」内　

２
階
会
議
室

◆
主
催

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
障
が
い
者
就
業
・
生
活
支

　

援
セ
ン
タ
ー　

あ
お
ぞ
ら

◆
申
込
先

　

遠
軽
町
役
場　

保
健
福
祉
課

　

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
４
８
１
３

難病者治療通院交通費および人工透析患者治療通院交通費の支給
◆対象者

　 ▽ 特定疾患として北海道知事の認定を受け、以下の受給者証の交付を受けている方
　　・特定疾患医療受給者証
　　・特定医療費（指定難病）受給者証
　　・小児慢性特定疾病医療受給者証
　　・先天性血液凝固因子障害医療受給者証
　　・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証

　 ▽ 人工透析により通院を必要とし、身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受
　　けている方
◆手続き方法
　保健福祉課社会福祉係まで特定疾患医療受給者証または身体障害者手帳、該当治療の領収書、
　印鑑をご持参ください。

問保健福祉課社会福祉係　☎２・１２１２

　特定疾患および精神障がいのため治療を必要とする方に対して、治療を受ける医療機関までの交通
費について令和５年度前期分（４～９月分）を支給します。ただし、公的制度の交通費の支給および割
引を受けた額を除きます。

精神障害者治療通院交通費の支給
◆対象者

　 障害者総合支援法に基づき、医療機関に通院されている方
◆手続き方法
　保健福祉課社会福祉係まで該当治療の領収書、印鑑をご持参ください。

◆支給額（共通事項）

　 ▽ 公的交通機関利用の場合
　　医療機関までの往復交通費実費

　 ▽ 自家用車利用の場合
　　自宅から医療機関までの最短距離を
　　１㎞当たり２０円で計算した額

障
が
い
者
就
職
・
雇
用
出
張
相
談

会
開
催
の
お
知
ら
せ
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国民年金便り
～国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ～
　国民年金保険料の追納をおすすめします！

　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保
険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を
受けた期間がある場合は、保険料を全額納付し
た場合と比べて年金額が低額となります。しか
し、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の
承認を受けた期間の保険料については、後から
納付（追納）することにより、老齢基礎年金の年
金額を増やすことができます。また、社会保険
料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

＜追納に関する注意事項＞
・追納ができるのは追納が承認された月の前
　１０年以内の免除等期間に限られています。
　追納申込書を追納期限の直前に提出すると、
　期限までに追納できなくなる場合があります
　ので、お早めにご提出ください。

・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承
　認をされた期間のうち、原則古い期間の分か
　ら納めてください。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間
　の翌年度から起算して、３年度目以降に保険
　料を追納する場合には、承認を受けた当時の
　保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せ
　されますので、お早めの追納をお勧めします。
・老齢基礎年金を受給することが出来る方は、
　追納できません。

　追納のご相談は、北見年金事務所へお問い合
せください。

問北見年金事務所　☎０１５７・２５・８７０３

町営住宅の空き状況

８月２３日現在
問建設課建築管理係　☎２・１２１０

団　地　名 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ４戸 15,000円～

２階 ３LDK ６戸 15,000円～

宮前
１階 ２LDK ２戸 19,700円～

２階 ３LDK ４戸 23,100円～

若佐第１
１階 ２LDK １戸 21,300円～

２階 ２LDK １戸 21,300円～

若佐第２
１階 ３LDK １戸 15,700円～

２階 ３LDK ２戸 15,700円～

若里 平屋 ３DK ２戸 9,200円～

特定公共賃貸住宅※

宮前 ２階 ３LDK １戸 47,700円～

※　所得が公営住宅入居基準以上の世帯が対象
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　ＪＡＬが就航している全国４３のキャンペーン参加空港では、キャンペーン期間中（１０月１日から３１日）
佐呂間産のジャンボカボチャを装飾、展示して佐呂間町の魅力をＰＲします。
　また、ポスターやリーフレットの二次元バーコードを読み取りクイズに答えると、佐呂間町の特産品とＪＡ
Ｌオリジナルグッズがもらえます！！
　ぜひ、参加空港近くにお住まいの親戚、友人へお知らせいただき、このキャンペーンがますます盛り上がる
ようご協力お願いいたします。問企画財政課企画係　☎２－１２１４

～クイズに答えて、サロマの味覚をゲットしよう！～

◆キャンペーン期間　１０月１日から１０月３１日まで
参加空港

女満別空港　旭川空港　釧路空港　帯広空港　丘珠空港
新千歳空港　函館空港　三沢空港　秋田空港　花巻空港

山形空港　新潟空港　小松空港　羽田空港　中部国際空港
伊丹空港　南紀白浜空港　関西空港　但馬空港　岡山空港
隠岐空港　出雲空港　広島空港　山口宇部空港　徳島空港

松山空港　高知空港　北九州空港　福岡空港　松山空港
鹿児島空港　熊本空港　宮崎空港　奄美空港　喜界空港

北大東空港　南大東空港　沖縄那覇空港　久米島空港
宮古空港　石垣空港　多良間空港　　与那国空港

（
７
月
20
日
～
８
月
12
日
受
付
分
）

■
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▼
香
典
返
し
を
廃
し
て

富
武
士　
　

佐
々
木　

壽
則　
　

さ
ん

大　

成　
　

山
内　
　

茂
夫　
　

さ
ん

若　

里　
　

中
谷　
　

正　
　
　

さ
ん

朝　

日　
　

森　
　
　

佐
智
子　

さ
ん

若　

里　
　

水
戸　
　

清　
　
　

さ
ん

西　

富　
　

本
間　
　

篤
史　
　

さ
ん

▼
福
祉
事
業
に
対
し
て

佐
呂
間
高
校
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

　
　

代
表　

渡
部　

和
磨　
　
　

さ
ん

　
　

代
表　

夏
川　

宙
夢　
　
　

さ
ん

佐
呂
間
町
商
工
会
青
年
部　
　
　

さ
ん　

▼
離
町
に
際
し
て

札
幌
市　
　

相
馬　
　

肇　
　
　

さ
ん
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消消消
防防防Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Topics

７月の出場状況（町内）
　火災出場　０件　　救急出場　　２４件
令和５年累計（町内）
　火災出場　１件　　救急出場　１４３件

問遠軽地区広域組合消防署
　佐呂間出張所
☎０１５８７・２・３６３７

　

消
防
本
部
管
内
で
は
、
今
年
に
入
り
８

月
１
日
現
在
で
16
件
の
火
災
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昨
年
１
年
の
火
災
件

数
を
上
回
る
件
数
で
あ
り
、
死
傷
者
も
発

生
し
て
お
り
ま
す
。

　

近
年
管
内
で
発
生
し
て
い
る
火
災
の
多

く
は
、
ご
み
の
不
適
切
な
処
理
か
ら
延
焼

し
た
も
の
や
、
機
械
器
具
の
維
持
管
理
に

起
因
す
る
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
い
ず

れ
も
防
火
意
識
の
欠
如
に
よ
っ
て
貴
重
な

財
産
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

消
防
本
部
お
よ
び
遠
軽
地
区
防
火
管
理

者
連
絡
協
議
会
は
、
互
い
に
連
携
し
防
火

に
対
す
る
研
修
会
や
予
防
広
報
を
行
っ
て

お
り
、
事
業
所
の
防
火
対
策
推
進
お
よ
び

防
火
意
識
の
高
揚
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
職
場
や
家
庭
で
の
火
災
予
防

対
策
を
確
認
し
、
火
災
を
発
生
さ
せ
な
い

よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

〇
火
災
予
防
の
習
慣
と
対
策

・
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不

　

必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
物
を
置
か
な
い
。

・
ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
は
、
安
全
装
置
の

　

付
い
た
機
器
を
使
用
す
る
。

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
点
検
し
、
１
０

　

年
を
目
安
に
交
換
す
る
。

・
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を

　

整
理
整
頓
す
る
。

・
た
ば
こ
や
ロ
ー
ソ
ク
な
ど
、
火
の
取
扱

　

い
に
は
十
分
に
注
意
す
る
。

　

消
防
法
施
行
令
に
基
づ
く
、
防
火
管
理

者（
甲
種
・
乙
種
）の
資
格
を
取
得
す
る
た

め
の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

　

火
災
を
未
然
に
防
止
し
、
被
害
の
軽
減

を
図
る
た
め
に
は
、
防
火
管
理
者
は
防
火

管
理
の
重
要
性
を
十
分
に
再
確
認
し
、
防

火
管
理
業
務
を
遂
行
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
皆
さ
ん
の
事
業
所
も
ぜ
ひ
、

防
火
管
理
者
の
育
成
に
努
め
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
日
時

【
甲
種
新
規
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

11
月
７
日（
火
）・
８
日（
水
）10
時
～
16
時

【
甲
種
再
講
習
】

　

11
月
７
日（
火
）13
時
～
15
時

【
乙
種
】

　

11
月
７
日（
火
）10
時
～
16
時

◆
会
場

　

遠
軽
町
芸
術
文
化
交
流
プ
ラ
ザ

◆
受
講
料

　

甲
種
・
乙
種　

各
３
，
０
０
０
円

　

甲
種
再
講
習　
　

２
，
０
０
０
円

◆
申
込
期
間

　

９
月
１
日（
金
）～
９
月
29
日（
金
）

◆
申
請
様
式

　

最
寄
り
の
消
防
署
ま
た
は
遠
軽
地
区
広

域
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
取
り
寄
せ

く
だ
さ
い
。

◆
申
込
方
法

　

最
寄
り
の
消
防
署
に
持
参
い
た
だ
く

か
、
申
込
先
ま
で
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
・

遠
軽
地
区
広
域
組
合
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
７
６
０
０

℻
０
１
５
８
・
４
２
・
２
１
８
４

E
yobouka@

engarukouiki.jp

　
「
１
１
９
番
の
間
違
い
通
報
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
え
て
い
ま
す

　

救
急
車
な
ど
が
必
要
な
い
の
に
携
帯
電

話
か
ら
１
１
９
番
が
発
信
さ
れ
て
し
ま
っ

た
場
合
、
電
話
を
切
ら
ず
に
、
間
違
い
で

あ
る
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
電
話
を
切
っ
て
し
ま
っ
て
も
、

す
ぐ
に
消
防
署
か
ら
折
り
返
し
の
電
話
を

し
ま
す
の
で
、
必
ず
電
話
に
出
て
、
間
違

い
で
あ
る
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

折
り
返
し
電
話
に
で
て
い
た
だ
け
な
い

と
、
１
１
９
番
通
報
が
さ
れ
た
際
に
共
有

さ
れ
る
位
置
情
報
を
も
と
に
、
発
信
場
所

付
近
に
救
急
車
等
で
向
か
い
、
倒
れ
て
い

る
人
が
い
な
い
か
な
ど
通
報
者
の
捜
索
を

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・火災に注意しましょう！！
・防火管理講習のご案内

火
災
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
!!

防
火
管
理
講
習
の
ご
案
内
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▶今年の北海道の夏は暑かったですね〜！そんな暑さの中、冬に向けて自宅のリノベーションを頑張っている
　夏でした。【住田】
▶佐呂間町に移住してから 4ヶ月半経ちました。様々な牧場形態で研修をさせていただきましたが、まず感
　じたことは人の優しさでした。丁寧に指導してくださり、必ず同じ飼い方というのはなく、自分に合ったス
　タイルを取り入れてくうえとても勉強になりました。ありがとうございました。　【市川】
▶友人達が佐呂間町に遊びにきてくれました！私の好きなサロマを感じてくれて最高でした♪　【鈴木】

住
田
隊
員

鈴
木
隊
員

市
川
隊
員

東京　三田カーニバルで佐呂間をＰＲ

　サロマのホタテは、大人気であっという間に完売い
たしました！「佐呂間町はどこにあるか知っています
か？」と聞くと、ほとんどの方が、わからない！観光
物産協会で作ったＴシャツを使って、場所を説明しま
した。このＴシャツ便利です♪今後も、どんどんＰＲ
していきます！

道の駅のかぼちゃトンネル！完成間近！

　道の駅の観光農園のかぼちゃ達もどんどん大きくなっ
てきました！ちゃんとできるか心配していたかぼちゃト
ンネルも、なんとかできそうです！
　こちらのおもちゃかぼちゃは、佐呂間小学校のみなさ
んに収穫を手伝っていただき、佐呂間町内や全国のＪＡ
Ｌカウンターに飾っていただく予定です。

いろいろなプロジェクト進行中！

佐呂間町地域おこし協力隊２年目の観光チームは、ただいま
たくさんのプロジェクトに参加させていただいてます！
　収穫祭、ＪＡＬ　ＤＥ　パンプキン、佐呂間町かぼちゃコン
テスト、東京・宮崎のイベント。佐呂間小学校の総合の時間
は、計画会議からご一緒させていただいています。
　オホーツク管内地域おこし協力隊ネットワークも始動開始。
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☆
赤
ち
ゃ
ん
相
談

▽
日
程
：
10
月
５
日（
木
）10
時
～
11
時
半

　

保
健
師
・
栄
養
士
が
来
所
し
、
子
ど
も

の
成
長
や
発
育
、
食
事
や
栄
養
面
に
関
し

て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
身
長
体
重
の
計

測
も
で
き
ま
す
の
で
母
子
手
帳
を
持
参

し
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

支
援
セ
ン
タ
ー
は
自
由
開
放
日
で
す
。

相
談
の
な
い
方
も
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

☆
あ
い
あ
い
ら
ん
ど

▽
日
程
：
10
月
11
日（
水
）10
時
半
～
11
時
半

▽
場
所
：
町
民
セ
ン
タ
ー
２
階
第
３
会
議
室

▽
申
込
期
限
：
９
月
29
日（
金
）

　

１
歳
児
以
上
を
対
象
に『
親
子
運
動
会
』

を
行
い
ま
す
。

　

※「
あ
い
あ
い
ら
ん
ど
」は
案
内
ハ
ガ
キ

の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
パ
パ
マ
マ
た
ま
ご
教
室

▽
日
程
：
10
月
25
日（
水
）10
時
半
～
11
時
半

▽
申
込
期
限
：
10
月
20
日（
金
）

　

北
見
市
の
松
﨑
助
産
師
を
お
迎
え
し

て
、
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
つ
い
て
教
え

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

対
象
は
２
ヵ
月
～
１
歳
０
ヵ
月
の
乳
児

と
保
護
者
で
す
。

　

対
象
者
に
は
案
内
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま

す
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー『
あ
い
あ
い
』

☎
２
・
１
２
５
５

10
月
の
事
業
紹
介

　

過
ご
し
や
す
い
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。

実
り
の
秋
、
食
欲
の
秋
で
す
。
い
ろ
い
ろ

な
秋
を
親
子
一
緒
に
楽
し
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

季
節
の
変
わ
り
目
で
す
。
体
調
を
崩
し

や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん
の
体

調
に
は
十
分
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い

ね
。

子
育
て
自
由
相
談
日

▽
日
程
：
９
月
21
日（
木
）10
時
～
11
時
半

　

今
月
の『
子
育
て
自
由
相
談
日
』は
、
助

産
師
が
来
所
し
ま
す
。
お
子
さ
ん
の
発
育

状
態
や
お
母
さ
ん
の
産
前
産
後
の
体
調
、

乳
房
ケ
ア
や
卒
乳
に
つ
い
て
の
相
談
等
、

育
児
全
般
の
相
談
に
対
応
し
ま
す
。

　

身
長
体
重
の
計
測
も
で
き
ま
す
の
で
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

支
援
セ
ン
タ
ー
は
自
由
開
放
日
で
す
。

相
談
の
な
い
方
も
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

お
話
あ
い
あ
い

▽
日
程
：
９
月
13
日（
水
）10
時
半
～
11
時
半

▽
申
込
期
限
：
９
月
11
日（
月
）

　

２
歳
児
以
上
の
保
護
者
を
対
象
に
消
防

署
職
員
か
ら『
救
急
処
置
法
』に
つ
い
て
の

お
話
し
と
心
肺
蘇
生
法
の
実
技
を
行
い
ま

す
。
活
動
範
囲
が
広
が
り
活
発
な
あ
そ
び

を
好
む
よ
う
に
な
る
と
危
険
な
場
面
に
遭

遇
し
が
ち
で
す
。
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

　

対
象
者
に
は
案
内
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま

す
。

　

佐
呂
間
町
の
子
育
て
支
援
事
業

は
、
保
健
福
祉
課
内
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
教
育
委
員
会
社

会
教
育
課
・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

が
連
携
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
に
関
す
る
事
業
は
、
健
康

カ
レ
ン
ダ
ー
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
佐
呂
間
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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◆交通事故発生状況（7月31日現在）
　発生　３件（ +３件）　死亡　０人（±０人）
　傷者　３人（+３件）　（　）内は前年同月比
　発生件数は人身事故の件数
◆交通死亡事故ゼロ運動（8月23日現在）　2053日

運転免許自主返納等臨時窓口を設置します
９月２７日（水）

　遠軽警察署による、運転免許自主返納等に関する臨時出張受付および相談窓口を設置いたします。警察署へ
行かずに自主返納や運転経歴証明書の手続きを行うことができます。自主返納をお考えの方や、ご家族の運転
に不安がある方など、この機会に手続き・相談をしてみてはいかがでしょうか？　

　　　　　　問遠軽警察署交通課　☎０１５８・４２・０１１０

場所：佐呂間コミセン
時間：１０時～１１時

自主返納の手続きについて

【持参するもの】
◆本人が行う場合
　・運転免許証
◆代理人が行う場合
　・自主返納者の運転免許証
　・確認書および委任状（返納者が作成したもの）
　・代理人の身分証明書
　　（運転免許証、マイナンバーカード等）
※確認書、委任状については指定の様式を使用し
てください。北海道警察ホームぺージからダウン
ロードまたは遠軽警察署にご用意しています。

【手続きの概要】
　当日お渡しする申請用紙に記入作成し、運転免
許証とともに提出していただき、その場で「取消
通知書」の交付を受けることで手続きが完了します。

　注意事項
　自主返納手続き後、運転免許証の効力は無くな
りますので、手続き後、その日より車を運転する
ことはできません。自主返納臨時出張受付窓口会
場まで車を一人で運転して来場することのないよ
うご注意ください。
　自主返納をした方で「高齢者ハイヤー乗車料金
助成申請」をする方は印鑑が必要となります。

秋の全国交通安全運動の重点項目
◆子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　歩行者は横断歩道を渡る、信号機のあるところでは信号機に従う等の基本的な交通ルールを守り、道路 
　を横断する際は安全を確認してから横断を始めましょう。
◆夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止および飲酒運転の根絶
　対向車や先行車がいない場合は、ハイビームを使用し、交差点では歩行者の道路横断に対応できるよう
　安全な速度で運転しましょう。
◆自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
　自転車も車両として交通ルールを守らなければならないことをよく認識し、 車道通行が原則（左側端）、
　歩道通行は例外（歩行者優先）を徹底しましょう。
◆スピードダウンと全席シートベルトの着用
　時間にゆとりをもち、スピードダウンで安全運転をしましょう。思いやり・ゆずり合いの心を持った運
　転をしましょう。
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帯
状
疱
疹
と
は
、
水
痘（
す
い
と
う
）

（
水
ぼ
う
そ
う
）と
同
じ
ウ
イ
ル
ス（
水
痘
・

帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
）で
起
こ
る
皮
膚
の

病
気
で
す
。
体
の
左
右
ど
ち
ら
か
の
神
経

に
沿
っ
て
、
痛
み
を
伴
う
赤
い
湿
疹
と
水

ぶ
く
れ
が
多
数
集
ま
っ
て
帯
状
に
生
じ
ま

す
。

　

水
痘
・
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す

る
と
、
ま
ず
は
水
痘
を
発
症
し
ま
す
。
水

痘
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
接
種（
全
額
公
費
負

担
）と
な
っ
た
の
は
平
成
26
年
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
自
然
と

水
痘
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
で

す
。
水
痘
が
治
っ
た
後
も
、
ウ
イ
ル
ス
は

体
内（
神
経
節
）に
潜
伏
し
て
お
り
、
過
労

や
ス
ト
レ
ス
等
で
免
疫
機
能
が
低
下
す
る

と
、
ウ
イ
ル
ス
が
再
び
活
性
化
し
て
今
度

は
帯
状
疱
疹
を
発
症
し
ま
す
。
特
に
年
齢

が
50
歳
以
上
に
な
る
と
、
帯
状
疱
疹
の
発

症
率
は
上
昇
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
、
顔
面
神

経
麻
痺
や
耳
の
帯
状
疱
疹
を
特
徴
と
す
る

「
ラ
ム
ゼ
イ
・
ハ
ン
ト
症
候
群
」と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
り
、
耳
の
神
経
へ
の
影
響
か

ら
耳
鳴
り
や
難
聴
、
め
ま
い
等
を
生
じ
ま

す
。

※
帯
状
疱
疹
後
神
経
痛
と
は
…

　

水
痘
・
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
が
知
覚
神

経
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た
神
経
は
回
復
す
る

の
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
、
特
に

高
齢
の
方
は
症
状
も
治
療
も
長
引
く
可
能

性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

症
状
の
出
現
の
経
過
に
つ
い
て
、
発
疹

の
出
る
数
日
～
１
週
間
前
よ
り
体
の
片
側

に
ピ
リ
ピ
リ
、
ズ
キ
ズ
キ
、
チ
ク
チ
ク
と

い
っ
た
神
経
痛
の
よ
う
な
痛
み
や
焼
け
る

よ
う
な
痛
み
を
感
じ
、
や
が
て
同
じ
部
位

に
水
ぶ
く
れ
を
伴
う
発
疹
が
帯
状
に
出
現

し
ま
す
。
初
期
症
状
で
現
れ
る
痛
み
の
感

じ
方
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
あ
ま

り
痛
み
が
な
く
痒
み
と
し
て
感
じ
た
り
、

し
び
れ
や
違
和
感
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
通
常
、
発
症
し
て
か

ら
早
期
に
治
療
を
受
け
た
場
合
、
帯
状
疱

疹
の
痛
み
は
水
ぶ
く
れ
や
赤
い
発
疹
が
治

る
と
軽
く
な
り
ま
す
が
、
帯
状
疱
疹
だ
と

気
づ
か
ず
に
治
療
が
遅
れ
た
場
合
に
は
、

皮
膚
症
状
が
治
ま
っ
た
後
も
長
期
間
に
わ

た
っ
て
痛
み
が
残
る　
帯
状
疱
疹
後
神
経

痛
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

帯
状
疱
疹
は
頭
部
か
ら
顔
面
に
症
状
が

現
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
目
の
症
状
と
し
て

角
膜
炎
や
結
膜
炎
、
ぶ
ど
う
膜
炎
等
の
合

併
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

重
症
化
す
る
と
視
力
低
下
や
失
明
に
至
る

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行

し
て
か
ら
、
身
体
的
、
心
理
的
、
社
会

的
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
き
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
と
は
別

の
感
染
症
が
流
行
し
て
い
る
の
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。
主
に
免
疫
機
能
の
低
下
に

よ
っ
て
起
こ
る
と
さ
れ
る「
帯
状
疱
疹（
た

い
じ
ょ
う
ほ
う
し
ん
）」。
今
回
は
こ
の
帯

状
疱
疹
に
つ
い
て
、
お
伝
え
し
ま
す
。

『
知
っ
て
お
き
た
い
帯
状
疱
疹
の
お
は
な
し
』

保
健
福
祉
課
保
健
推
進
係　

☎
２
・
１
２
１
２

帯
状
疱
疹
と
は

帯
状
疱
疹
の
症
状
に
つ
い
て
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動
は
質
の
良
い
睡
眠
を
得
る
た
め
に
も
効

果
的
で
す
。

　　

帯
状
疱
疹
は
、
一
度
か
か
っ
て
症
状
が

落
ち
着
い
た
後
で
も
免
疫
機
能
の
低
下
に

よ
り
再
び
か
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

以
前
よ
り
も
落
ち
着
い
た
よ
う
に
見
え
ま

す
が
、
ま
だ
ま
だ
新
型
コ
ロ
ナ
等
の
感
染

症
が
流
行
し
て
い
ま
す
。
心
身
と
も
に
疲

労
を
た
め
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
無
理

せ
ず
休
息
を
取
っ
た
り
、
少
し
ず
つ
ス
ト

レ
ス
を
解
消
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

②
日
常
生
活
で
の
注
意
点

▼
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
低
下
に
注

　

意
し
ま
し
ょ
う

　

帯
状
疱
疹
の
発
症
に
は
、
免
疫
機
能
の

低
下
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
前
述
の
と
お

り
、
ス
ト
レ
ス
等
に
よ
っ
て
免
疫
機
能
が

低
下
す
る
と
潜
伏
し
て
い
た
水
痘
・
帯
状

疱
疹
ウ
イ
ル
ス
が
再
び
活
性
化
し
、
発
症

し
や
す
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
疲

れ
が
た
ま
っ
て
い
る
な
と
感
じ
た
時
は
、

無
理
せ
ず
適
度
に
休
息
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。
ま
た
、
加
齢
に
よ
り
免
疫
機

能
が
徐
々
に
低
下
し
て
い
く
た
め
、
特
に

疲
労
を
感
じ
て
い
な
い
方
で
も
心
身
を
休

め
る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
生
活
習
慣
を
整
え
る
こ
と
が
大
切
で
す

　

偏
っ
た
食
事
や
運
動
・
睡
眠
不
足
が
免

疫
機
能
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
疲

労
回
復
に
効
果
が
あ
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
は

豚
肉
や
大
豆
製
品
、
穀
類
等
に
多
く
含
ま

れ
て
お
り
、
比
較
的
食
事
に
取
り
入
れ
や

す
い
食
材
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
不
足
す

る
と
イ
ラ
イ
ラ
や
体
の
だ
る
さ
に
つ
な
が

る
た
め
、
普
段
か
ら
少
し
ず
つ
取
り
入
れ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

運
動
に
つ
い
て
は
、
散
歩
や
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
等
の
体
温
が
少
し
上
が
る
程
度
の
強

さ
の
も
の
を
お
勧
め
し
ま
す
。
太
陽
の
光

を
適
度
に
浴
び
な
が
ら
行
う
こ
と
で
、
幸

せ
ホ
ル
モ
ン
と
呼
ば
れ
る「
セ
ロ
ト
ニ
ン
」

が
分
泌
さ
れ
、
ス
ト
レ
ス
緩
和
に
も
繋
が

り
ま
す
。
規
則
正
し
い
生
活
や
適
度
な
運

　

帯
状
疱
疹
の
治
療
は
、
早
め
に
ウ
イ
ル

ス
の
増
殖
や
痛
み
を
抑
え
る
こ
と
が
最
も

重
要
で
す
。「
安
静
に
し
て
い
て
も
痛
み
が

あ
る
」「
原
因
の
わ
か
ら
な
い
痛
み
が
体
の

片
側
に
起
こ
り
、
さ
ら
に
発
疹
が
出
て
い

る
」等
、
疑
わ
し
い
症
状
が
現
れ
た
時
点

で
早
め
に
医
療
機
関
へ
相
談
し
ま
し
ょ

う
。

　

帯
状
疱
疹
の
治
療
に
は
、
原
因
と
な
る

水
痘
・
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
を
抑

え
る
抗
ウ
イ
ル
ス
薬
と
、
痛
み
を
抑
え
る

鎮
痛
薬
が
処
方
さ
れ
ま
す
。
皮
膚
の
症
状

に
よ
っ
て
は
塗
り
薬
が
処
方
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
痛
み
の
程
度
に
よ
っ
て
は

そ
の
他
の
治
療
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
た

め
、
我
慢
せ
ず
に
早
め
に
医
療
機
関
へ
受

診
し
ま
し
ょ
う
。

①
予
防
接
種

　

50
歳
以
上
の
方
は
、
帯
状
疱
疹
の
予
防

接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
帯
状

疱
疹
の
発
症
率
は
50
歳
以
上
で
増
加
し
、

60
代
、
70
代
と
加
齢
に
伴
っ
て
さ
ら
に
増

加
し
ま
す
。
ま
た
、
年
齢
と
と
も
に
帯
状

疱
疹
後
神
経
痛
へ
移
行
し
や
す
く
な
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

水
痘
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
す

で
に
水
痘
・
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
に
対
す

る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
ま
す
が
、
年
齢
と

と
も
に
そ
の
免
疫
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
た

め
、
改
め
て
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
免
疫
を

強
化
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
予
防

接
種
は
帯
状
疱
疹
を
完
全
に
防
ぐ
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
接
種
す
る
こ
と
で
た

と
え
発
症
し
て
も
症
状
が
軽
度
で
す
む
場

合
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の
医

療
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
育
て
の
壁　

～
そ
の
一
～

【
お
母
さ
ん
の
気
持
ち
】

血
液
中
の
糖
分
が
多
い
と　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

ど
う
な
る
の
？

お
わ
り
に

帯
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